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平成２９年度第３回八幡平市農業委員会総会議事録 

告 示 年 月 日 平成３０年３月１６日 

告 示 事 件 別紙告示写しのとおり 

招 集 年 月 日 平成３０年３月２３日 

招 集 場 所 八幡平市役所ホール棟大ホール 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 言 

開 会 平成３０年３月２３日 15時 30分 
議 

長 
髙 橋 守 男 

閉 会 平成３０年３月２３日 15時 56分 
議 

長 
髙 橋 守 男 

 

応招（不応招）

委員及び出席並

びに欠席委員 

 

 

出 席 ２４名 

 

欠 席  ４名 

 

凡 例 

 

 ○ 出 席 

 

 ▲ 欠 席 

 

 × 不応招 

議 席 

番 号 
委 員 氏 名 

出欠

席 

議 席 

番 号 
委 員 氏 名 

出欠

席 

１ 髙 橋 末 治 ○ １６ 松 村 勝 彦 ○ 

２ 向 久 保  勉 ○ １７ 小山田 惠 悦 ○ 

３ 立 柳  優 ○ １８ 工 藤 弘 道 ○ 

４ 熊 澤 威 人 ○ １９   

５ 髙 橋 正 志 ○ ２０   

６ 髙 橋 由 則 ○ ２１ 田 村 紀 彦 ▲ 

７ 髙 橋 志 郎 ○ ２２ 中 村 一 彦 ▲ 

８ 藤 村 勇 三 ○ ２３ 三 浦 美恵子 ○ 

９ 髙 橋 光 廣 ○ ２４ 工 藤 忠 榮 ○ 

１０ 清水畑 京 子 ○ ２５ 小 林 辰 雄 ○ 

１１ 田 村 真 行 ○ ２６ 種 市 幸 雄 ○ 

１２ 日 戸 重 雄 ○ ２７   

１３ 菊 池 悦 郎 ○ ２８ 石羽根 正 志 ○ 

１４ 伊 藤 勇 一 ▲ ２９ 羽 沢 寿 隆 ○ 

１５ 工 藤 伸 一 ▲ ３０ 山 本 範 夫 ○ 

   ３１ 髙 橋 守 男 ○ 



- 2 - 

 

 

議 事 録 署 名 委 員 
議席番号 

６番 
髙 橋 由 則 

議席番号 

２３番 
三 浦 美恵子 

八幡平市農業委員会会議 

規則第１５条第１項の規 

定により説明のため出席 

した者の職・氏名 

職 名 氏    名 

事 務 局 長 佐 藤 文 城 

事務局長補佐 

兼農業振興係長 
立 花   浩 

農地調整係長 古 川 弥 忍 

農業振興係主任 安 藤 歌南子 

  

  

  

  

議  事  次  第 別紙のとおり 

附 議 事 件 別紙議事次第に同じ 

会 議 の 経 過  
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１ 開会（１５時３０分） 

事務局（佐藤事務局長） 

御起立をお願い致します。相互に礼をお願いします。礼。ご着席願います。 

 

事務局（佐藤事務局長） 

 欠席委員の報告ですが議席番号１４番伊藤勇一委員。１５番工藤伸一委員。２１番田村紀彦委

員。２２番中村一彦委員の４名が私事都合で欠席でございます。総会につきましては八幡平市農

業委員会会議規則第９条第１項によりまして総会の議長は会長が務めると規定されていますので

よろしくお願いします。 

 

議長（高橋守男会長） 

ご指名をいただきましたのでただ今から総会の進行を務めさせていただきます。座って進めま

すので宜しくお願いします。ただ今から平成２９年度八幡平市農業委員会第３回総会を開会いた

します。 

ただ今の出席委員数は２８名中２４名であります。定足数に達しておりますので会議は成立い

たします。 

 

２ 議事録署名人の指名 

議長（高橋守男会長） 

次に議事録署名人の選任について、お諮り致します。 

会議規則３４条第２項の規定による議事録署名人の選任については当職から指名して選任する

ことにしたいと思います。ご異議ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって議事録署名人には６番髙橋由則委員と２３番三浦美恵子委員を指

名します。 

 

３ 会期の決定 

議長（高橋守男会長） 

次に、平成２９年度八幡平市農業委員会第３回総会の会期についてお諮り致します。 

第３回総会の会期は平成３０年３月２３日、１日間とすることにしたいと思います。ご異議ご

ざいませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって、平成２９年度第３回総会の会期は、平成３０年３月２３日の１
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日間とすることに決定致しました。 

 

４ 報告 

議長（高橋守男会長） 

 次に、事務局から平成２９年第７回から第 12回までの運営委員会報告をさせます。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

 ただ今から平成２９年第７回から第１２回までの運営委員会報告をします。 

資料の３ページをお開きください。平成２９年度第７回及び第７回運営委員会についてです。 

第７回の運営委員会ですが、平成２９年１０月１０日（火）１３時３０分から八幡平市役所本

庁３階大会議室におきまして協議事項２項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員

会及び地区調査会地区長会議の開催日について。２項目、岩手県農業委員会大会永年勤続農業委

員等表彰者・八幡平市功労表彰者受賞祝賀会について協議してございます。 

第８回運営委員会ですが、平成２９年１１月９（木）１４時３０分から八幡平市役所本庁３階

大会議室におきまして協議事項３項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員会及び

地区調査会地区長会議の開催日について。２項目、12月農地部会及び農政部会委員会議並びに農

地・農政部会合同委員会議の開催日について。３項目、八幡平市議会議員と農業委員会委員との

懇談会について協議してございます。 

第９回運営委員会ですが、平成２９年１２月１１日（月）１３時３０分から八幡平市役所本庁

３階大会議室におきまして協議事項５項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員会

及び地区調査会地区長会議の開催日について。２項目、平成３０年度下限面積（別断面積）につ

いて。３項目、平成３０年１月農地部会及び農政部会委員会議並びに農地・農政部会合同委員会

議の開催時間について。４項目、委員研修会及び懇親会について。５項目、農地コーディネータ

ーへの農地部会資料提出の取扱について協議してございます。 

第１０回運営委員会ですが、平成３０年１月１０日（水）１３時３０分から八幡平市役所本庁

３階大会議室におきまして協議事項２項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員会

及び地区調査会地区長会議の開催日について。２項目、平成２９年度滝沢市農業委員会研修への

参加について協議してございます。次のページをお開き願います。 

第１１回運営委員会ですが、平成３０年２月９日（金）１０時００分から八幡平市役所本庁３

階大会議室におきまして協議事項１項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員会及

び地区調査会地区長会議の開催日について協議してございます。 

第１２回運営委員会ですが、平成３０年３月９日（金）１０時００分から八幡平市役所本庁３

階大会議室におきまして協議事項６項目について協議を行いました。１項目、次回運営委員会及

び地区調査会地区長会議の開催日について。２項目、平成２９年度第３回総会の開催について。

３項目、平成２９年度八幡平市農業委員会活動計画の「目標及びその達成に向けた活動の点検・

評価」についてについて。４項目、平成３０年度八幡平市農業委員会活動計画の「目標及びその

達成に向けた活動」について。５項目、農地転用等現地調査の日程について。６項目、委員研修

会の開催について協議してございます。 

以上、平成２９年度第７回から第１２回運営委員会において協議決定したので、運営委員会規
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定第８条に基づき報告します。平成３０年３月２３日運営委員長髙橋守男。これら運営委員会の

質疑内容については毎回合同委員会義においてご報告してございますので、そちらの資料をご確

認願います。以上でございます。 

 

議長（高橋守男会長） 

ただ今の平成２９年第７回から第１２回までの運営委員会議報告につきまして、何かお聞きし

たいことがありましたら、ご発言をお願いします。ご質問はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

ないようでありますので次に進みます。 

 

５ 議事 

議長（高橋守男会長） 

議案の審議に先立ち、会議の進め方についてご協力をお願いします。ご質問等がある方は挙手

のうえ、議長の許可を得てから議席番号、氏名を申し述べて質問をするようにお願いします。ま

た、個人を特定できるような発言はしないように、ご協力をお願いします。 

それでは直ちに議案の審議を行います。 

「議案第１号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会設置要綱につい

て」を議題とします。 

事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

 資料の６ページをお開きください。 

「議案第１号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会設置要綱の制定

について」「八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会設置要綱を別紙のとお

り定めたいので、制定の可否を求めます。」「平成３０年３月２３日提出 八幡平市農業委員会会

長 髙橋守男。」 

提案理由、八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会の設置に必要となる

要綱の制定をしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

資料の７ページをご覧ください。 

こちらは設置要綱の案となります。この設置要綱は２月２７日に行われた市役所における法規

審査委員会で審査を受けたものです。本日の総会で可決を受けた後に直ちに会長名で告示を行い、

４月１日からの施行となるものです。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（高橋守男会長） 

以上で、説明が終わりました。 

これより、議案第１号について質疑・討論を行います。質疑・討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

なしと認め質疑・討論を終わります。 

これより、議案第１号を採決致します。本案について、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって「議案第１号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補

者審査委員会設置要綱について」は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長（高橋守男会長） 

次に、議案第２号「八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員選任要領について」を議題と

します。 

事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

資料の９ページをお開きください。 

「議案第２号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員選任要領の制定について」「八幡平

市農業委員会農地利用最適化推進委員選任要領を別紙のとおり定めたいので、制定の可否を求め

ます。」「平成３０年３月２３日提出 八幡平市農業委員会会長 髙橋守男。」 

提案理由、八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者の選任に必要となる要領の制定

をしようとするものである。これが、この議案を提出する理由である。 

資料の１０ページをご覧ください。 

こちらは選任要領の案となります。この選任要領も本日の総会で可決を受けた後に４月１日か

らの施行となるものです。但し、この要領は農業委員会で定める内部の要領となるため告示は行

いません。条文につきましては第１条が趣旨、第２条が評価基準、第３条が審査手順等、第４条

が報告の構成になっております。資料１１ページの別表第２の審査の得点関係です。農地利用最

適化推進委員選任要領と同時に運用される農業委員会委員候補者審査要領の表現と合わせために、

得点の配分を以前に説明した５段階から４段階に変更となるものです。具体的には特に優れてい

るが５点から３点に、やや優れているが優れているの表現になり４点から２点になります。標準

が３点から１点に、やや劣るの２点がなくなり劣るという表現に統一化されます。劣るが１点か

ら０点になります。以上の４段階になるものです。この４段階で農業委員の選考を行うものでそ

ちらと合わせたものです。次の項目も同じ構成となります。以上の内容で上程するものです。そ

の他の変更はありません。ご審議のほどよろしくお願いします。 
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議長（高橋守男会長） 

以上で、説明が終わりました。 

これより、議案第２号について質疑・討論を行います。質疑・討論ありませんか。 

４番熊澤委員。 

 

４番熊澤威人委員 

４番の熊澤です。１１ページの別表第２の２、業務遂行の下の所に農業委員業務となっていま

すが、これは農業委員業務でいいのでしょうか。同じように１２ページの６、意欲のところも農

業委員業務となっていますがこれは農業委員業務でいいんでしょうか、という質問です。 

 

議長（高橋守男会長） 

これについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

ただ今ご指摘がありました業務遂行に農業委員業務ということですが、こちらの方は農業委員

の他に農地利用最適化推進委員も含まれるということですので、農業委員会業務に訂正させてい

ただきます。次の指摘がありました６の意欲も同じです。農業委員業務の理解を農業委員会業務

の理解の訂正させていただきます。ご指摘ありがとうございました。 

 

議長（高橋守男会長） 

 ただ今事務局より回答がありましたが質問の熊沢委員、よろしいでしょうか。 

 

４番熊澤威人委員 

 はい。 

 

議長（高橋守男会長） 

 その他ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

なしと認め質疑・討論を終わります。 

これより、議案第２号を採決致します。本案について、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって「議案第２号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員選任
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要領について」は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長（高橋守男会長） 

次に、議案第３号「八幡平市農地利用最適化推進委員募集要項について」を議題とします。 

事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

資料の１３ページをお開きください。 

「議案第３号 八幡平市農地利用最適化推進委員募集要項の制定について」「八幡平市農地利用

最適化推進委員募集要項を別紙のとおり定めたいので、制定の可否を求めます。」「平成３０年３

月２３日提出 八幡平市農業委員会会長 髙橋守男。」 

提案理由、八幡平市農地利用最適化推進委員候補者の募集に必要となる要項の制定をしようと

するものである。これが、この議案を提出する理由である。 

資料の１４ページをご覧ください。 

こちらは募集要項の案となります。この募集要項も先程の選任要領と同じく本日の総会で可決

を受けた後に４月１日からの運用となるものです。こちらの内容は１番募集人員、２番業務、３

番任期、４番身分、５番報酬、６番推薦及び応募資格、７番募集期間、８番推薦及び応募方法、

９番受付、１０番公表、１１番委員候補者の選考、１２番問い合わせ先の構成となっております。

こちらの内容ですが先程も説明をしましたが同時期に運用されます農業委員選任規則と内容を合

わせる必要が生じたため一部訂正となっております。具体的には６番の推薦及び応募資格をご覧

ください。当初は（２）、（３）の項目のみとしておりましたが農業委員選任規則では（１）成年

被後見人又は被保佐人が含まれております。（４）市内に住所を有しない者、こちらも農業委員選

任規則で定められる予定です。以上のことから農地利用最適化推進委員募集要項においても（１）

から（４）までの項目を含め農業委員選任規則と合わせるために一部を変更するものです。また

所定の様式も同じく農業委員選任と合わせ一部変更しています。他の変更はございません。ご審

議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（高橋守男会長） 

以上で、説明が終わりました。 

これより、議案第３号について質疑・討論を行います。質疑・討論ありませんか。 

５番髙橋委員。 

 

５番髙橋正志委員 

５番の髙橋です。１５ページの募集に使う用紙の件で。所定の用紙は次の場所に備え付けるほ

か、八幡平市農業委員会事務局ホームページからダウンロードできますと書いていますが、ＰＤ

Ｆでなくワード入力のできる用紙がここに入っているのか、ダウンロードできるんですよね。ワ

ード入力のできるフォーマットが添付していますかの確認です。 
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議長（高橋守男会長） 

これについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

 ホームページからダウンロードができる様式ですがワード形式にしています。ワード形式です

と応募される方が自由に入力できるのではないか、ということでワード形式にしております。 

 

５番髙橋正志委員 

 ホームページからワード形式でダウンロードができる用紙として付いていますよと。はい、分

かりました。 

 

議長（高橋守男会長） 

 ５番委員、よろしいでしょうか。 

 

４番熊澤威人委員 

 はい、よろしいです。 

 

議長（高橋守男会長） 

 その他ございませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

なしと認め質疑・討論を終わります。 

これより、議案第３号を採決致します。本案について、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって「議案第３号 八幡平市農地利用最適化推進委員募集要項について」

は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長（高橋守男会長） 

次に、議案第４号「八幡平市農業委員会事務局職員の任免について」を議題とします。 

事務局より内容の説明を求めます。 

 

事務局（立花事務局長補佐） 

資料の２０ページをお開きください。 



- 10 - 

 

「議案第４号 八幡平市農業委員会事務局職員の任免について」「農業委員会等に関する法律

（昭和 26年法律第 88号）第 20条第３項により、八幡平市農業委員会事務局職員の任免について､

別紙のとおり決定の可否を求めます。」「平成３０年３月２３日提出 八幡平市農業委員会会長 

髙橋守男。」 

提案理由、八幡平市農業委員会事務局職員の任免について､決定の可否を求めようとするもので

ある。これが、この議案を提出する理由である。 

資料の２１ページをご覧ください、別紙の資料となります。平成３０年４月１日付け定期人事

異動内示が３月９日に発表されてございます。 

（以下、別紙の表を読み上げる） 

以上で内容の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長（高橋守男会長） 

以上で、説明が終わりました。 

これより、議案第４号について質疑・討論を行います。質疑・討論ありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

なしと認め質疑・討論を終わります。 

これより、議案第４号を採決致します。本案について、原案のとおり決定することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議長（高橋守男会長） 

異議なしと認めます。よって「議案第４号 八幡平市農業委員会事務局職員の任免について」

は原案のとおり決定いたしました。 

 

６ 閉会（１５時５６分） 

 

議長（高橋守男会長） 

本件を持ちまして、本日の総会に付議されました議案の審議は全て終了しました。 

以上を持ちまして、平成２９年度第３回八幡平市農業委員会総会を閉会と致します。ご協力あ

りがとうございました。 

 

事務局（佐藤事務局長） 

御起立をお願い致します。相互に礼をお願いします。礼。ご着席願います。 
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八幡平市農業委員会会議規則第３４条第１項第２号の規定によりここに署名する。 

 

 

平成３０年  月  日 

 

 

会   長                  

 

 

６ 番 委 員                  

 

 

２３番委員                  
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平成２９年度 

第３回八幡平市農業委員会総会 

 

 

日 時 平成 30年３月 23日（金）午後３時 30分～ 

場 所 八幡平市役所ホール棟大ホール       

 

次  第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議事録署名人の選任 

 

 

３ 会期の決定 

 

 

４ 報 告 

 

（１）平成 29年度第７回から第 12回運営委員会報告 

 

 

５ 議 事 

 

議案第１号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員候補者審査委員会設置 

要綱について 

 

議案第２号 八幡平市農業委員会農地利用最適化推進委員選任要領について 

 

議案第３号 八幡平市農地利用最適化推進委員募集要項について 

 

議案第４号 八幡平市農業委員会事務局職員の任免について 

 

 

６ 閉 会 


